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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第27期中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しておりますので、それ以前については記載しており

ません。 

３ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第26期中 第27期中 第28期中 第26期 第27期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (千円) ― 2,093,407 1,828,832 4,356,801 3,932,438

経常利益 (千円) ― 237,798 304,123 667,012 428,310

中間(当期)純利益 (千円) ― 118,974 175,758 400,568 214,069

純資産額 (千円) ― 4,686,789 4,855,412 4,722,179 4,745,760

総資産額 (千円) ― 5,689,003 5,735,113 5,753,731 5,652,156

１株当たり純資産額 (円) ― 961.96 996.57 953.57 974.06

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― 24.25 36.07 75.31 43.78

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 82.4 84.7 82.1 84.0

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― 343,728 206,056 552,083 695,409

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― △34,657 △856,110 △273,037 166,204

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― △189,226 △62,081 △281,335 △290,500

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) ― 1,298,240 1,048,397 1,176,514 1,755,077

従業員数 (名) ― 168 174 154 170



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 持分法を適用した場合の投資利益については、第26期中間会計期間は関連会社がないため、第26期以降につ

いては連結財務諸表を作成しているため、記載しておりません。 

３ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。 

  

回次 第26期中 第27期中 第28期中 第26期 第27期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (千円) 2,179,271 2,093,407 1,772,536 4,356,801 3,917,068

経常利益 (千円) 421,134 265,114 314,096 667,012 476,461

中間(当期)純利益 (千円) 259,201 146,290 185,731 400,568 262,241

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 918,200 918,200 918,200 918,200 918,200

発行済株式総数 (株) 5,225,000 5,225,000 5,225,000 5,225,000 5,225,000

純資産額 (千円) 4,611,456 4,712,698 4,882,785 4,717,223 4,777,278

総資産額 (千円) 5,724,601 5,712,538 5,756,587 5,733,760 5,680,219

１株当たり純資産額 (円) 937.17 967.28 1,002.19 952.57 980.53

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 52.68 29.81 38.12 75.31 53.63

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 10.00 10.00 10.00 25.00 25.00

自己資本比率 (％) 80.6 82.5 84.8 82.3 84.1

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 397,169 ― ― ― ―

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △93,319 ― ― ― ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △170,133 ― ― ― ―

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(千円) 1,312,047 ― ― ― ―

従業員数 (名) 152 147 140 150 142



２ 【事業の内容】 

(1) 事業内容の重要な変更 

当中間連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。

  

(2) 主要な関係会社の異動 

当中間連結会計期間において、主要な関係会社の異動はありません。 

  

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

ディスク事業 110

その他事業 40

全社(共通) 24

合計 174

従業員数(名) 140



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油を始めとする原材料価格の高騰が続くなど厳しい状

況下ながら、輸出を中心に企業業績は堅調な状況が続き、緩やかな回復基調で推移しました。 

当社グループの関連する情報家電業界におきましては、ＤＶＤを中心とする光ディスク関連機器需要

は依然として伸び悩み、事業環境は厳しい状況だったものの、ＰＣ関連機器の需要増や、カーオーディ

オ関連機器の堅調な需要等、一部に市場を盛り返す動きもあり、当中間期は当初の見込みを上回って推

移しました。 

音楽映像業界におきましては、大型ヒット作品の減少や、既存コンテンツのＤＶＤソフト化一巡など

市場の成熟化が進んだことにより、ＣＤ・ＤＶＤともに需要は減少傾向にあり、厳しい状況で推移しま

した。 

このような中、当社グループは、比較的堅調な需要のあった市場に対し積極的な営業活動を行うこと

で売上高の確保に努めました。 

この結果、当中間連結会計期間における当社グループの売上高は18億28百万円（前年同期比12.6％ 

減）、営業利益２億36百万円（同19.8％増）、経常利益３億４百万円（同27.9％増）、中間純利益１億

75百万円（同47.7％増）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

ディスク事業 

ディスク事業には、ＡＶ・ＰＣ周辺機器の評価・調整用テストディスク、テープ等の開発・製造・販

売を行うテストメディア、ＣＤ・ＤＶＤのＯＥＭ製造、販売を行うクリエイティブメディア、ＤＶＤベ

リフィケーションラボラトリの認証テスト及び各種ディスクの評価測定等を行うテスティングが含まれ

ます。 

テストメディアはＤＶＤ関連機器を中心とした製品の需要が低調に推移する中、 終製品の価格下落

は止まらず、当社に対するコスト低減要求は一段と厳しさを増すなど、事業環境は依然として厳しい状

況だったものの、新たなＯＳに対応したＰＣ関連製品の需要増や、引き続き堅調なカーナビ・カーオー

ディオ関連機器市場等、一部に市場を盛り返す動きが見られたことから、当初の見込みを上回って推移

しました。 

このような中、これらの堅調な市場を中心に積極的な営業活動を行うとともに、次世代ＤＶＤ関連製

品のラインナップの拡充を図り、本格的な普及期に向けた活動を進めました。 

さらに、４月にティアック株式会社から譲受けたテストメディア部門の営業力・技術力を活用し事業

活動を推進することで、売上の確保に努めました。 

クリエイティブメディアは、市場全体の需要がＣＤ・ＤＶＤともに減少傾向になったことから、非常

に厳しい状況で推移しました。このような中、幅広い営業展開を図るとともに、コスト削減などに取組

みましたが、売上は伸び悩みました。 

テスティングは、継続して進めていた新規顧客開拓により検査受託需要が増加し、売上は堅調に推移

しました。 

これらの結果、ディスク事業の売上高は17億72百万円（前年同期比15.2％減）となりました。 



その他事業 

阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司は、市場の認知度向上に向けた広告宣伝等、積極的な営業活動を展

開し新規顧客開拓を進め、セラミックファイバー成形品を中心に売上は好調に推移しました。 

この結果、その他事業の売上高は56百万円（前年同期比1,490.9％増）となりました。 

  

事業の所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

日本 

国内は、基幹事業であるディスク事業を取り巻く市場環境は依然として低迷が続いていることから、

業績は厳しい状況で推移しました。 

この結果、日本国内の売上高は17億72百万円（前年同期比15.3％減）となりました。 

  

東アジア 

当社グループにおける東アジア地域の事業拠点は、阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司のみでありま

す。同社の業績はセラミックファイバー成形品を中心に好調に推移しました。 

この結果、東アジアの売上高は56百万円となりました。 

なお、同社の操業開始が平成18年７月からのため、前年同期比は記載しておりません。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは２億６百万円の収入（前年同期は３億

67百万円の収入）となりました。これは主に当中間連結会計期間の業績を反映し、税金等調整前中間

純利益を計上したことによるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは８億56百万円の支出（前年同期は34百

万円の支出）となりました。これは主に事業譲受けによるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは62百万円の支出（前年同期は１億89百

万円の支出）となりました。これは主に配当金の支払によるものであります。 

  

以上の結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は10億48百万円となりました。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 金額は、販売価格によっております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注実績 

当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 
  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

  

 
  
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比(％)

ディスク事業 1,499,771 102.2

その他事業 66,316 1,890.9

合計 1,566,088 106.5

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

ディスク事業 1,802,684 88.3 85,910 89.7

その他事業 56,907 1,603.0 715 ─

合計 1,859,591 90.9 86,626 90.5

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

ディスク事業 1,772,356 84.8

その他事業 56,475 1,590.9

合計 1,828,832 87.4

相手先
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

PANESIAN HONG KONG LTD. 226,768 10.8 272,039 14.9

エイベックス・マーケテ
ィング・コミュニケーシ
ョンズ㈱

303,639 14.5 264,535 14.5



３ 【対処すべき課題】 

（１）当中間連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた

課題はありません。 

  

（２）株式会社の支配に関する基本方針について  

今日の国際的競争時代における企業文化の変容、企業買収に関わる法制度の変化等を踏まえると、

今後、会社の取締役会の同意を得ない経営権獲得（いわゆる非友好的企業買収）が増加することが予

想され、当社においてもその可能性は否定できません。 

もとより、当社はこのような企業買収であっても株主共同の利益に資するほか、お客様をはじめと

する当社のステークホルダーの利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありませ

ん。 

しかし、企業買収には行為者が自己の利益のみを目的とするもの、会社の企業価値を毀損すること

が明白であるもの等、不適切なものも少なくありません。 

このような状況を鑑み、当社の企業価値及び株主共同の利益向上の観点から、中長期的な企業価値

向上に集中的に取組み、当社株主共同の利益を向上するためには、不適切な企業買収に対して、相当

かつ適切な対応策を講ずることが必要不可欠であると判断し、当社に対する買収行為または当社株式

の大量買付行為（以下、総称して「買収行為」といいます。）に対する措置として、平成18年5月15

日の取締役会において、当社の企業価値及び株主共同の利益向上に関する対応方針（以下「本対応方

針」といいます。）の導入を決議し、平成18年6月27日開催の株主総会において株主の皆様のご承認

をいただいております。 

さらに、当社は、現在の当社を取り巻く事業環境を踏まえ、本対応方針の重要性に鑑み、引き続き

本対応方針を継続することにつき、平成19年5月15日開催の当社取締役会において決議し、平成19年6

月25日開催の株主総会において、株主の皆様のご承認をいただきました。 

  

本対応方針の概要 

Ⅰ．企業価値向上のための中期経営計画への取組みについて 

当社の主要な事業は、基幹事業であるＡＶ・ＰＣ関連機器等の規準及び調整用テストメディアの

開発・製造・販売を行うテストメディア事業と、応用事業である音楽ＣＤや映像用ＤＶＤのＯＥＭ

製造を行うクリエイティブメディア事業から構成されております。両事業はディスク生産設備を共

有する一体事業であり、相互の補完関係が当社の事業基盤を強固なものとしています。 

当社は創業以来、どの企業グループにも属さず、またメディア自体の技術的な進歩が進む中で特

定のメディア規格に注力せず、中立を守り、いわばサードパーティという立場で事業の独立性を確

保したテストメディアの専業メーカーとして、事業活動を行ってまいりました。 

テストメディア製品の開発にあたっては、それが使用されるハード機器のノウハウが多く組み込

まれることから、当社がサードパーティという立場で中立性を保つことで、いずれの規格に属する

お客様の信頼をも得ることができます。そうした経営方針により、当社は、関連する全てのお客様

に対応した 適なテストメディアを提供することにより、テストメディア専業メーカーとして発展

してまいりました。 



近では、情報家電業界、特にＤＶＤ関連市場におきまして、記録型ＤＶＤにおける規格の３分

化、次世代ＤＶＤにおける規格の２分化で市場が推移するなど、規格分化による企業グループが形

成されています。テストメディア事業を進める上では、これらのグループのいずれかに属すれば、

別の規格を推進しているお客様に対する営業活動に悪影響が生じる可能性があることに注意する必

要があります。 

こうした事業環境下で、特定の規格に注力することなく、サードパーティという立場で中立・独

立した企業として、全ての規格、すなわち関連する全てのお客様に 適なテストメディアを提供し

ていることで、当社は、テストメディア専業メーカーとして市場における高占有率を確保すること

ができております。すなわち、事業の独立性と規格の中立性を保つことは当社の経営における重要

な要素です。 

さらに、当社の経営には、創業以来蓄積された専門知識・経験・ノウハウ及び国内外のお客様、

取引先等のステークホルダーとの間に築かれた長期的取引関係への理解が不可欠であり、これらの

要素を中長期的な視点から経営計画に盛り込み、堅実な経営を行う必要があります。 

現在、テストメディア事業の関連する情報家電業界は、市場競争が激化し、大手メーカーの業績

格差が拡大するなど、大きな動きがあります。現在ローリングを行っております中期経営計画にお

いては、テストメディア事業の関連する情報家電業界が、次世代ＤＶＤの普及の前段階として踊り

場にあり市場展開が見えづらい状況にあることから、慎重に市場環境を見据え、様々な視点から議

論を尽くし、光ディスク関連事業の持続的な運営に向けた堅実かつ長期的な視点に立った経営計画

となるようローリングを行っております。現在取組んでいる中期経営計画及びローリングを行って

いる中期経営計画の達成が、中長期的な企業価値及び当社株主共同の利益向上に資する も適した

経営方針であると考えます。 

  

Ⅱ．すべての規格を対象とした高付加価値ビジネスへの取組み姿勢 

当社は、「技術集積企業として産業社会を支える高付加価値ビジネスに特化する」というコンセ

プトのもと、常にお客様の視点に立ち、お客様のニーズに合致する製品を適切かつ迅速に提供して

まいりました。テストメディアという事業の特性を鑑み独立性及び中立性を確保しながら、テスト

メディア専業メーカーとして長年蓄積した経験・ノウハウを 大限活用し、当社の保有する高い技

術に裏打ちされたソリューションを提供することにより、技術の高度化が加速度的に進む情報家電

業界においてお客様にとって価値のある製品を提供し、テストメディア市場での高占有率を確保し

ております。 

また、事業活動はもとより、社会へ貢献できる企業風土作りを目指し、環境保全をそのひとつと

してISO14001を取得、経営者及び全社員が認識し取組むことにより、社会全体の利益貢献に努めて

おります。 

さらに、当社は当社株式の適正な価値を株主の皆様や投資家の皆様にご理解いただくようＩＲ活

動に努めております。 



このような取組みを進めている中で、もし、当社経営が特定の規格を推進する企業グループの支

配もしくは強い影響を受けるようなことが生じた場合には、他の規格を推進するお客様のニーズを

無視して特定規格の利益のみを優先するようなサービス提供を余儀なくされるなど、当社のサード

パーティとしての強み、すなわちすべての規格を対象とした高付加価値ビジネスへの取組みを阻害

し、お客様や市場の信頼低下及びテストメディア事業における高市場占有率の低下を招き、結果と

して当社の将来的企業価値の毀損を招くような事態が生じるおそれが否定できません。 

当社取締役会としては、中期経営計画により、当社の持続的成長と企業価値向上を実現するとと

もに、今後も事業の独立性を確保し、また規格に対して中立の立場で高付加価値商品を関連するす

べてのお客様に対して提供していく経営姿勢を堅持していくことが当社の事業発展にとって不可欠

であり、このことがお客様はもちろん株主・投資家の皆様に対する経営の責任と認識しています。

  

Ⅲ．本対応方針について 

ⅰ．基本的な考え方 

今日の国際的競争時代における企業文化の変容、企業買収に関わる法制度の変化等を踏まえる

と、今後、会社の取締役会の同意を得ない経営権獲得（いわゆる非友好的企業買収）が増加する

ことが予想され、当社においてもその可能性は否定できません。 

もとより、当社はこのような企業買収であっても株主共同の利益に資するほか、お客様をはじ

めとする当社のステークホルダーの利益に資するものであれば、これを一概に否定するものでは

ありません。 

しかし、企業買収には行為者が自己の利益のみを目的とするもの、会社の企業価値を毀損する

ことが明白であるもの等、不適切なものも少なくありません。 

当社の事業の強みは、特にテストメディア事業部門における市場占有率の高さにありますが、

かかる高市場占有率は当社の堅実かつ長期的な経営方針に支えられたものです。株主の皆様が、

当社の企業価値を正確に把握するため、当社の高市場占有率の維持に向けた取組み、その他の企

業価値の向上に向けた中長期的な取組みを十分に理解し、買収提案の妥当性を適切に判断するこ

とは必ずしも容易ではありません。また、高市場占有率の維持にはすべてのお客様等との信頼関

係が必要不可欠であるところ、取締役会が築きあげてきたお客様等との信頼関係などの有形、無

形の経営資源を損ないかねない買収がなされる可能性もあります。また、こうした不適切な企業

買収に何らの対応策も講じないまま企業経営を行う場合、目先の株価維持上昇を目的とした経営

判断を求められかねず、中長期的な企業価値向上に集中的に取組むことが困難な経営環境を招く

可能性もあります。 

現在、当社が具体的にこのような脅威に直面している事実はありません。しかし、当社とし

て、上記のような諸事情を鑑み、中長期的な企業価値向上に集中的に取組み、当社株主共同の利

益を向上するためには、不適切な企業買収に対して、相当かつ適切な対応策を講ずることが必要

不可欠であると判断し、この度、本年６月25日開催の第27期定時株主総会において出席された株

主の皆様の議決権の過半数の賛成（以下「過半数の賛成」といいます）をいただけることを条件

として、本対応方針の継続を決定しました。なお、当社経営陣（オーナー、役員、その親族及び

資産管理会社等）の保有する平成19年3月末現在の当社株式の持ち株比率は、8.98％でありま

す。 



本対応方針は平成18年５月15日開催の当社取締役会において決定され、同年６月27日開催の当

社定時株主総会で株主の皆様の過半数の賛成を得ましたが、その本対応方針の継続は、特別委員

会（以下、「特別委員会」といいます。）の委員に平成18年６月19日にご就任いただいた方々か

らの賛同を得て、平成19年５月15日開催の当社取締役会において決定されたものですが、当該取

締役会には社外監査役３名を含む当社監査役全員が出席し、いずれの監査役も、具体的な運用が

適正に行われることを条件として本対応方針に賛成する旨の意見を述べました。 

また、当社は本対応方針の継続について株主の皆様の意向を確認するため、平成19年６月25日

開催の平成19年３月期決算にかかる当社定時株主総会にて本対応方針の継続および特別委員会の

委員の方々の選任についてのご承認を諮り、株主の皆様の過半数の賛成をいただき、本対応方針

の継続は承認されました。 

  

ⅱ．目的 

本対応方針は、当社の企業価値及び株主共同の利益向上の観点から、当社に対する買収行為ま

たは当社株式の大量買付行為（以下、総称して「買収行為」といいます。）に対して、買収行為

を行おうとする者（以下、「行為者」といいます。）の有する議決権割合を低下させる手段を講

じる旨の事前警告を発するものです。この事前警告と対抗策により、株主の皆様が買収行為が当

社企業価値及び株主共同の利益向上に資するものかどうかを適正に判断するために必要かつ十分

な情報と時間の確保を、また当社取締役会と行為者との交渉またはこれらの行為に対する当社取

締役会の意見・代替策を株主の皆様に提供する機会の確保を、確実化することで、株主の皆様の

判断機会を保証するとともに、誤信を防止することを本対応方針は目的としています。あわせ

て、同様の方法により、当社企業価値及び株主共同の利益を毀損するような買収行為（以下、

「濫用的買収」といいます。）を防止するために対抗策を講じることも本対応方針は目的として

います。 

  

ⅲ．スキーム 

本対応方針は、事前警告型プランで、経済産業省及び法務省が定めた「企業価値・株主共同の

利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」（平成17年５月27日）の主旨に沿った

適正かつ有効なスキームとなっています。 

(1)概要 

当社取締役会は、行為者に事前に遵守を求めるルール（以下、「事前遵守ルール」といいま

す。）と、株主の皆様の判断機会を保証し、株主の皆様の誤信及び濫用的買収を防止するため

に対抗策の発動対象となるか否かの基準（以下、「評価基準」といいます。）を予め公表しま

す。そして、特別委員会が本対応方針の手続を主体的に運用し、当社株式の買付けに関する評

価と、対抗策の発動を当社取締役会に勧告するか否かの判断を行います。 

特別委員会は、買収行為を評価した結果、評価基準のすべてを満たすと判断する場合を除

き、対抗策の発動を勧告することができるものとします（ただし、その虞（おそれ）と対抗策

の発動による影響とを比較考量して、発動することが相当であると認められる場合に限りま

す。）。かかる勧告がなされた場合に限り、当社取締役会は所定の手続に基づき対抗策の発動

を決定することができるものとします。 



当社取締役会が定める事前遵守ルールと評価基準の概要は次の通りです。 

<事前遵守ルール> 

イ．行為者は、当社取締役会の同意がある場合を除き、(ⅰ)当社が発行者である株券等1に

ついて、行為者及び行為者グループ2の株券等保有割合3が１５％以上となる買付けその

他の取得をする前に、または(ⅱ)当社が発行する株券等4について、公開買付け5に係る

株券等の株券等所有割合6及び行為者の特別関係者7の株券等所有割合の合計が１５％以

上となる公開買付けを行う前に、必ず当社取締役会に事前に書面により通知するこ

と。 
 1金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。 

2金融商品取引法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者をいいます。 

3金融商品取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。 

4金融商品取引法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。 

5金融商品取引法第27条の2第6項に規定する公開買付けをいいます。 

6金融商品取引法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。 

7金融商品取引法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。 

ロ．買収行為に対する特別委員会の意見形成のため、行為者は、特別委員会が当社取締役

会を通じて求める以下の情報を提供すること。 

・行為者及び行為者グループの概要 

・買収提案の目的・買収価格の算定根拠、買付資金の裏付、資金提供者の名称及び概要 

・行為者が意図する経営方針及び事業計画・行為者の経営方針及び事業計画が当社株主

の皆様に与える影響とその内容 

・行為者の経営方針及び事業計画が株主の皆様以外の当社ステークホルダーに与える影

響とその内容 

・その他、特別委員会が評価にあたり必要とする情報 

ハ．特別委員会が買収行為を評価する評価期間が満了するまでは、行為者は従前の当社株

式保有数を増加させないこと。 

特別委員会の評価期間（特別委員会が必要な情報すべてを受領した日から起算） 

買収の対価が現金（円貨）の場合  大で６０日以内 

その他の場合           原則として９０日以内 

（ただし、必要に応じ、延長することがあります。かかる場合には、その旨及び

延長を必要とする理由その他特別委員会が適切と認める事項について開示しま

す。） 

<評価基準> 

イ．行為者が事前遵守ルールのすべてを遵守しているとき 

ロ．以下の濫用的買収の類型のいずれかに該当する行為またはそれに類する行為等によ

り、株主共同の利益に反する明確な侵害をもたらす虞のあるものではないとき 

(a) 強圧的買収類型 

いわゆるグリーンメーラー・焦土化・解体型買収・強圧的二段階買収 等 

(b) 機会損失的買収類型 

(c) 企業価値を毀損する他、不適切な買収類型 

(d) その他、上記各類型に準じる買収類型 



(2)発動 

当社取締役会が対抗策を発動する場合は、当社経営陣からは独立した社外監査役、外部有識

者などから選任された委員で構成される特別委員会が中立かつ公平に発動の適正性を審議・勧

告し、当社取締役会は特別委員会の勧告を 大限尊重のうえ発動についての 終的な決定をし

ます。特別委員会は、対抗策の発動を勧告した場合、当該勧告の概要その他特別委員会が適切

と認める事項について、勧告後速やかに、情報開示を行うものとし、また、当社取締役会は、

対抗策の発動を決定した場合には、速やかにその旨を開示することとします。 

なお、当社取締役会は、対抗策の発動決定後であっても対抗策の発動が不要になったと判断

される場合は権利確定日前に限り対抗策の発動を撤回することがあります。かかる場合、取締

役会は、対抗策の発動を撤回した旨その他取締役会が適切と認める事項について、撤回後速や

かに、情報開示を行います。 

(3)廃止 

本対応方針は、導入後、毎年の定時株主総会の終結の時までを有効期間とし、定時株主総会

において株主の皆様に本対応方針の継続、見直し、廃止について諮ることとしています。ま

た、有効期間内であっても、臨時株主総会等において株主の皆様の過半数が本対応方針の見直

しもしくは廃止に賛成した場合、または取締役会において過半数の取締役が本対応方針の見直

しもしくは廃止に賛成した場合には、本対応方針を随時、見直しまたは廃止できることとしま

す。かかる場合、取締役会は、法令及び証券取引所規則に従って、適時適切な開示を行いま

す。 

(4)本対応方針の合理性を高めるための工夫 

当社取締役会は、行為者から十分な情報、時間、交渉機会が提供され、あわせて買収行為が

濫用的買収に明らかに該当しないと特別委員会が判断する限り、対抗策を発動することはあり

ません。その意味において、当社取締役会は、行為者に対して、企業価値向上に資するか否か

について特別委員会が判断するに足る十分な情報の開示と、十分な考慮のための時間、説明や

交渉機会の確保を求めます。 

当社取締役会は、買収行為が真に当社の企業価値向上に資するようなものであれば行為者が

事前遵守ルールを遵守し、特別委員会が濫用的買収に該当しないものと判断するに足る情報提

供、説明などが可能であり、また、このような買収行為に対して当社取締役会が企業価値の更

なる向上のために現に経営を担う側としての代替案を提示することにより、情報開示が促進さ

れ、株主の皆様により適正な判断材料を提供することが可能になるものと判断します。 

他方、買収行為が当社の企業価値向上に資する提案のように表面上装われた実質的な濫用的

買収であれば、特別委員会が濫用的買収に該当しないものと判断するに足る情報や説明が行為

者から提供される可能性は極めて低く、当社株主共同の利益向上を図るために必要がある場合

には、対抗策を発動することができるものとしておく必要があるものと判断します。 

このような措置を講ずることで行為者の真意が明らかとなり、同時に行為者、当社取締役会

双方からの情報開示が促進され、株主の皆様により適正な判断材料を提供することが可能にな

るだけでなく、巧妙な手段を弄する濫用的買収を適切に防止し、確実に株主共同の利益の向上

が実現できるものと判断します。 



なお、本対応方針の手続の運営及び対抗策の発動に関する審議において特別委員会の委員は

必要に応じて弁護士、公認会計士、金融機関など第三者専門家の助言を受けることができるほ

か、特別委員会の招集権は当社代表取締役のほかに各委員も有することで同委員会の招集を確

実なものとするなど、本対応方針の手続の適正性を確保するように配慮しております。 

さらに、当社取締役会による対抗策の発動決定の前にすでに行為者が、議決権の過半数を、

大量買付け公告またはその他適切な方法により買付けを公表したうえで、獲得した場合のよう

に、当社株主の皆様の意思が明白な場合は対抗策を発動しないなど、本対応方針の合理性を高

めるための工夫を講じています。また、本対応方針は毎年の定時株主総会の終結の時までを有

効期限とし、当該定時株主総会において株主の皆様の承認を得ることを本対応方針の継続の条

件としていますので、株主の皆様は本対応方針の適正性につき判断することができるほか、株

主の皆様の総体的意思または取締役会の意思により、いつでも本対応方針の見直し、廃止がで

きるような工夫がなされています。 

また、当社は取締役の解任要件を加重しておりません。 

ⅳ．行為者出現時の手続 

行為者が買収行為を行う旨を書面で当社に通知したとき、当社は速やかにその旨を開示すると

ともに、行為者に対して、まず事前遵守ルールの遵守を求めます。その上で、当社取締役会は特

別委員会の審議・勧告をふまえて、対抗策の発動を決定することができます。 

すなわち、行為者が現れた場合、特別委員会は、行為者による買収行為について、事前遵守ル

ールを守っているかを含む評価基準のすべてを満たすか否かを評価します。そのうえで、評価基

準のすべてを満たすと判断する場合を除き、特別委員会は、対抗策の発動を勧告することができ

るものとします（ただし、その虞と対抗策の発動による影響とを比較考量して、発動することが

相当であると認められる場合に限ります。）。当社取締役会は、かかる特別委員会の審議・勧告

がなされた場合に限り、所定の手続に基づき対抗策の発動を決定することができます。 

当社取締役会が対抗策の発動を決定した場合には、速やかに、法令または証券取引所規則に従

って、その旨を開示することとします。 

当社取締役会において対抗策の発動が決定された場合、当社取締役会は、当社取締役会が定め

る基準日現在の株主の皆様に対して、当社普通株式１株につき１個の新株予約権無償割当ての決

議を行います。各新株予約権の目的である株式の数は、原則として１株としますが、新株予約権

無償割当ての決議を行う取締役会において決定します。また、対抗策の発動後の行為者の対応に

よっては、当社取締役会は、再度、対抗策の発動を決定することを含めて当社の企業価値および

株主共同の利益向上の観点から、その時点で採り得る必要かつ適正な対抗策を講じます。 

なお、当社取締役会は対抗策の発動の決定後であっても行為者との十分な議論が尽くされる

等、対抗策の発動が不必要と判断するにいたった場合は、新株予約権無償割当ての効力発生日以

前であればいつでも対抗策の発動を撤回し、新株予約権無償割当てを中止します。かかる撤回ま

たは中止を決定した場合には、速やかに、法令または証券取引所規則に従って、その旨を開示す

ることとします。 

また、特別委員会も同様の状況になった場合に当社取締役会に対抗策の発動の撤回または中止

を勧告することができます。 

  



ⅴ．株主・投資者の皆様に与える影響 

当社が導入した本対応方針は、導入時点においては、新株予約権の発行が行われませんので、

株主の皆様の権利・利益に直接具体的な影響が生じることはありません。 

これに対し、対抗策の発動時においては、対抗策の発動に伴い発行する新株予約権が発行決定

時に別途設定する基準日における株主の皆様に対して割当てられることになります。行為者以外

の株主の皆様は予約権を行使（新株予約権無償割当ての決議を行う取締役会において行使金額そ

の他の条件を決定しますが、原則として新株予約権１個につき行使金額１円を想定しておりま

す。なお、当社が新株予約権を当社の株券等と引換えに取得することができると定められた場合

において、当社が当該取得の手続きをとり新株予約権の取得の対価として取得の対象として決定

された新株予約権を保有する株主に当社株券等を交付する場合には、当該株主は、行使価額相当

の金額を払い込むことなく、当社による当該新株予約権の取得の対価として、当社株券等を受領

することになります。）し、当社新株を取得できますので、株主名簿の名義書換が適切に行われ

ている限り、行為者以外の当社株主や投資家の皆様に不測の損害を与える要素はないものと考え

ます。行為者を除く当社株主や投資家の皆様に不測の損害を与えないためには会社法の規定に従

って所定の基準日までに名義書換を完了していただくことが必要となりますが、対抗策を発動す

る場合には、行為者を含む当社株主や投資家の皆様及びその他の関係者に不測の損害が生じるこ

とのないよう、適時かつ適切に開示を行う等、適切な方法で対処します。 

なお、当社は、新株予約権無償割当てを決議した後であっても、行為者との議論・交渉などに

より、合理的かつ妥当な買収提案がなされた場合（または当社取締役会が買収提案を妥当なもの

と判断した場合）または、行為者が買収行為等を撤回した場合には、本対応方針ガイドラインの

定めるところに従い、新株予約権無償割当ての効力発生日以前であればいつでも対抗策の発動を

撤回し、新株予約権無償割当てを中止し、また新株予約権無償割当ての効力発生日以降において

は当社取締役会が定める日に新株予約権の全部を一斉に無償で当社が取得することがあります。

これらの場合には、1株あたりの株式の価値の希釈化は生じませんので、1株あたりの株式の価値

の希釈化が生じ得ることを前提にして売付等を行った株主または投資家の皆様は、期待どおりの

株価の変動が生じないことにより不測の損害を被る可能性があります。 

  



４ 【経営上の重要な契約等】 

 （提出会社） 

技術導入契約 

当中間連結会計期間において、新たに締結した技術導入契約はありません。 

  

事業の譲受け 

当社は、平成19年４月２日の臨時取締役会において、ティアック株式会社（本社：東京都武蔵野市、

代表取締役社長：英 裕治）の保有するテストメディア事業を当社が譲受けることを決議し、同日付で

事業譲渡契約を締結、平成19年４月30日付けで実施いたしました。 

その内容は、次のとおりであります。 
  

(1) 事業譲受けの理由 

当社は、テストメディア事業を基幹事業として企業活動を行っておりますが、同事業を取り

巻く情報家電市場の環境が厳しい状況となる中、ティアック株式会社の同事業を譲受けること

により、営業力・技術力の強化、生産効率の向上等、事業基盤の強化が見込めると判断いたし

ました。 
  

(2) 譲受けた事業の内容 

テストメディア事業 
  

(3) 譲受け資産及び負債 

   

(4) 譲受け価額 

８億円 
  

なお、詳細につきましては、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記

事項 （企業結合等関係）」に記載しております。 

  

５ 【研究開発活動】 

当中間連結会計期間における当社グループの研究開発費の総額は８百万円であります。 

内容は以下のとおりであります。 

  

ディスク事業 

次世代高密度ディスクに対応したテストメディア製品の開発と周辺技術に関わる基礎研究を行いまし

た。 

ディスク事業に係る研究開発費は、６百万円であります。 

  

その他事業 

空気動圧センサーを利用した警報装置の製品開発及び、応用製品の開発を行いました。 

その他事業に係る研究開発費は、２百万円であります。 

  

（資産の額） （負債の額）

 流動資産 59,063千円  流動負債 923千円

 資産合計 59,063  負債合計 923



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

前連結会計年度末において、計画中又は実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。また、当中

間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
(注) 定款での定めは、次のとおりであります。 

当会社の発行可能株式総数は20,900,000株とする。 

  

② 【発行済株式】 

  

 
  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 20,900,000

計 20,900,000

種類
中間会計期間末現在 

発行数(株) 
(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月20日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 5,225,000 5,225,000
東京証券取引所
市場第二部

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式

計 5,225,000 5,225,000 ― ―



(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式はありません。 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成19年９月30日 ― 5,225,000 ― 918,200 ― 871,580

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

髙 橋   正 東京都八王子市 383 7.35

株式会社アルメディオ 東京都東村山市栄町２－32－13 352 6.75

アルメディオ社員持株会 東京都東村山市栄町２－32－13 216 4.14

株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町２－２－１ 137 2.62

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口４）

東京都中央区晴海１－８－11 119 2.28

多摩信用金庫 東京都立川市曙町２－８－28 107 2.05

ノーザン トラスト カンパニー 
（エイブイエフシー）サブ 
アカウント アメリカン 
クライアント

50 BANK STREET CANARY WHART LONDON
E14 5 NT UK

100 1.91

たましんリース株式会社 東京都立川市曙町２－38－５ 88 1.68

竹 田 和 平 愛知県名古屋市 80 1.53

鈴 木 康 友 東京都墨田区 60 1.16

計 ― 1,644 31.47



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。また、

「議決権の数」の欄には同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数３個が含まれております。 

２ 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式が76株含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 352,800

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

4,871,700
48,717 同上

単元未満株式 普通株式 500 ― 同上

発行済株式総数 5,225,000 ― ―

総株主の議決権 ― 48,717 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社アルメディオ

東京都東村山市栄町 
２－32－13

352,800 ― 352,800 6.75

計 ― 352,800 ― 352,800 6.75

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 780 750 726 725 705 670

低(円) 732 720 698 690 653 632



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財

務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後

の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等

規則に基づき、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務

諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)及び前中間会計期間(平成

18年４月１日から平成18年９月30日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当中間連結会計

期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年

９月30日まで)は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表並びに中

間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,575,615 1,048,397 1,755,077

 ２ 受取手形及び売掛金 ※３ 853,551 842,696 766,950

 ３ たな卸資産 448,461 374,577 379,039

 ４ その他 141,672 137,101 83,281

   貸倒引当金 △1,000 △1,000 △1,000

   流動資産合計 3,018,300 53.1 2,401,773 41.9 2,983,348 52.8

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※1,2

  (1) 建物及び構築物 362,092 428,507 418,142

  (2) 土地 1,348,149 1,349,904 1,348,980

  (3) その他 202,872 1,913,114 145,485 1,923,897 154,145 1,921,268

 ２ 無形固定資産

  (1) のれん ─ 688,871 ─

  (2) その他 73,032 73,032 56,754 745,626 65,093 65,093

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 117,504 111,116 133,036

  (2) 繰延税金資産 247,927 233,251 247,468

  (3) その他 400,120 400,153 382,817

    貸倒引当金 △80,996 684,556 △80,706 663,815 △80,876 682,445

   固定資産合計 2,670,702 46.9 3,333,339 58.1 2,668,807 47.2

   資産合計 5,689,003 100.0 5,735,113 100.0 5,652,156 100.0



 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 102,676 91,478 129,028

 ２ 短期借入金 ※２ 29,000 40,000 29,000

 ３ 一年内返済予定 
   長期借入金

※２ 52,553 ─ ─

 ４ 未払法人税等 148,824 133,144 93,930

 ５ 賞与引当金 117,243 92,856 100,283

 ６ 役員賞与引当金 15,000 ─ 30,000

 ７ その他 139,985 115,102 124,209

   流動負債合計 605,283 10.6 472,581 8.2 506,452 8.9

Ⅱ 固定負債

 １ 退職給付引当金 246,006 247,455 242,449

 ２ 役員退職慰労引当金 150,924 ─ 157,494

 ３ 長期未払金 ─ 159,664 ─

   固定負債合計 396,930 7.0 407,119 7.1 399,943 7.1

   負債合計 1,002,214 17.6 879,700 15.3 906,395 16.0

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 918,200 16.1 918,200 16.0 918,200 16.2

 ２ 資本剰余金 871,580 15.3 871,580 15.2 871,580 15.4

 ３ 利益剰余金 3,195,026 56.2 3,344,075 58.3 3,241,399 57.4

 ４ 自己株式 △319,311 △5.6 △319,311 △5.5 △319,311 △5.6

   株主資本合計 4,665,494 82.0 4,814,544 84.0 4,711,867 83.4

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

19,887 0.4 10,096 0.2 17,237 0.3

 ２ 為替換算調整勘定 1,406 0.0 30,772 0.5 16,654 0.3

   評価・換算差額等 
   合計

21,294 0.4 40,868 0.7 33,892 0.6

   純資産合計 4,686,789 82.4 4,855,412 84.7 4,745,760 84.0

   負債純資産合計 5,689,003 100.0 5,735,113 100.0 5,652,156 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 2,093,407 100.0 1,828,832 100.0 3,932,438 100.0

Ⅱ 売上原価 1,378,153 65.8 1,116,215 61.0 2,580,736 65.6

   売上総利益 715,254 34.2 712,616 39.0 1,351,701 34.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 518,215 24.8 476,597 26.1 972,229 24.7

   営業利益 197,038 9.4 236,018 12.9 379,472 9.7

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 615 1,042 3,302

 ２ 受取配当金 2,668 2,818 4,626

 ３ 匿名組合投資利益 32,910 ─ 32,910

 ４ 為替差益 4,046 ─ 2,840

 ５ 作業屑等売却収入 2,192 3,055 4,319

 ６ 保険解約等収入 ─ 63,244 ─

 ７ その他 2,879 45,313 2.2 1,947 72,108 3.9 6,292 54,292 1.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 1,509 856 2,410

 ２ 自己株式取得付随 
   費用

3,043 ─ 3,043

 ３ 為替差損 ─ 3,098 ─

 ４ その他 2 4,554 0.2 47 4,003 0.2 0 5,453 0.2

  経常利益 237,798 11.4 304,123 16.6 428,310 10.9

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 120 170 240

 ２ 固定資産売却益 ※３ ─ 10 82

 ３ 投資有価証券売却益 ─ 120 0.0 3,250 3,430 0.2 ─ 322 0.0

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※２ 628 ─ 2,078

 ２ 早期退職金 2,198 2,827 0.2 ─ ─ ─ 2,198 4,277 0.1

   税金等調整前 
   中間(当期)純利益

235,090 11.2 307,554 16.8 424,355 10.8

   法人税、住民税 
   及び事業税

144,000 128,000 206,000

   法人税等調整額 △27,883 116,116 5.5 3,796 131,796 7.2 4,286 210,286 5.4

   中間(当期)純利益 118,974 5.7 175,758 9.6 214,069 5.4



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本
合計

その他
有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算 
差額等合計

平成18年３月31日残高 
(千円)

918,200 871,580 3,179,861 △277,167 4,692,473 24,749 4,956 29,705 4,722,179

中間連結会計期間中の 
変動額

 剰余金の配当 △73,809 △73,809 △73,809

 役員賞与の支給 △30,000 △30,000 △30,000

 中間純利益 118,974 118,974 118,974

 自己株式の取得 △42,144 △42,144 △42,144

 株主資本以外の項目の 
 中間連結会計期間中の 
 変動額(純額)

△4,861 △3,549 △8,411 △8,411

中間連結会計期間中の 
変動額合計(千円)

― ― 15,165 △42,144 △26,979 △4,861 △3,549 △8,411 △35,390

平成18年９月30日残高 
(千円)

918,200 871,580 3,195,026 △319,311 4,665,494 19,887 1,406 21,294 4,686,789

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本
合計

その他
有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算 
差額等合計

平成19年３月31日残高 
(千円)

918,200 871,580 3,241,399 △319,311 4,711,867 17,237 16,654 33,892 4,745,760

中間連結会計期間中の 
変動額

 剰余金の配当 △73,081 △73,081 △73,081

 中間純利益 175,758 175,758 175,758

 株主資本以外の項目の 
 中間連結会計期間中の 
 変動額(純額)

△7,141 14,117 6,975 6,975

中間連結会計期間中の 
変動額合計(千円)

─ ─ 102,676 ─ 102,676 △7,141 14,117 6,975 109,651

平成19年９月30日残高 
(千円)

918,200 871,580 3,344,075 △319,311 4,814,544 10,096 30,772 40,868 4,855,412

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本
合計

その他
有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算 
差額等合計

平成18年３月31日残高 
(千円)

918,200 871,580 3,179,861 △277,167 4,692,473 24,749 4,956 29,705 4,722,179

連結会計年度中の 
変動額

 剰余金の配当 △122,530 △122,530 △122,530

 役員賞与の支給 △30,000 △30,000 △30,000

 当期純利益 214,069 214,069 214,069

 自己株式の取得 △42,144 △42,144 △42,144

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の 
 変動額(純額)

△7,511 11,698 4,186 4,186

連結会計年度中の 
変動額合計(千円)

― ― 61,538 △42,144 19,394 △7,511 11,698 4,186 23,581

平成19年３月31日残高 
(千円)

918,200 871,580 3,241,399 △319,311 4,711,867 17,237 16,654 33,892 4,745,760



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間(当期)純利益 235,090 307,554 424,355

 ２ 減価償却費 48,232 46,953 103,986

 ３ のれん償却費 ─ 52,988 ─

 ４ 貸倒引当金の減少額 △120 △170 △240

 ５ 賞与引当金の増加額（減少額） 4,151 △7,427 △12,808

 ６ 役員賞与引当金の増加額（減少額） 15,000 △30,000 30,000

 ７ 退職給付引当金の増加額（減少額） △3,105 5,006 △6,662

 ８ 役員退職慰労引当金の増加額（減少額） 6,278 △157,494 12,848

 ９ 受取利息及び受取配当金 △3,284 △3,860 △7,929

 10 支払利息 1,509 856 2,410

 11 為替差損益 △3,035 △1,374 △3,647

 12 固定資産売却益 ─ △10 △82

 13 固定資産除却損 628 ─ 2,078

 14 投資有価証券売却益 ─ △3,250 ─

 15 売上債権の増加額（減少額） 148,848 △51,111 236,807

 16 たな卸資産の減少額 8,817 23,420 78,239

 17 仕入債務の減少額 △111,352 △38,691 △85,001

 18 役員賞与の支払額 △30,000 ─ △30,000

 19 その他 49,761 148,976 86,338

    小計 367,419 292,365 830,691

 20 利息及び配当金の受取額 3,006 3,860 7,929

 21 利息の支払額 △1,560 △863 △2,502

 22 法人税等の支払額 △25,137 △89,306 △140,709

   営業活動によるキャッシュ・フロー 343,728 206,056 695,409

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入による支出 △220,000 ─ ─

 ２ 定期預金の払戻による収入 274,606 ─ 338,989

 ３ 投資有価証券の取得による支出 △9,750 ─ △29,750

 ４ 投資有価証券の売却による収入 ─ 13,000 ─

 ５ 有形固定資産の取得による支出 △93,522 △29,862 △147,262

 ６ 有形固定資産の売却による収入 ― 38 405

 ７ ビデオグラム権の取得による支出 ― △8,000 ─

 ８ 匿名組合清算による収入 35,596 ─ 35,596

 ９ 事業の譲受けによる支出 ─ △800,000 ─

 10 その他 △21,589 △31,285 △31,774

   投資活動によるキャッシュ・フロー △34,657 △856,110 166,204

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額 △11,000 11,000 △11,000

 ２ 長期借入金の返済による支出 △62,272 ─ △114,826

 ３ 自己株式の取得による支出 △42,144 ─ △42,144

 ４ 配当金の支払額 △73,809 △73,081 △122,530

   財務活動によるキャッシュ・フロー △189,226 △62,081 △290,500

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,882 5,454 7,449

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（減少額） 121,726 △706,680 578,563

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,176,514 1,755,077 1,176,514

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※ 1,298,240 1,048,397 1,755,077



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関す

る事項

子会社は、全て連結してお

ります。

 連結子会社の数  １社

 連結子会社の名称

  阿爾賽(蘇州)無機材料

有限公司

同左 同左

２ 持分法の適用に関

する事項

(1) 持分法を適用した非連

結子会社及び関連会社

  該当事項はありません

同左 同左

(2) 持分法を適用していな

い関連会社

  該当事項はありません

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項

連結子会社である阿爾賽

(蘇州)無機材料有限公司の

中間決算日は６月30日であ

ります。 

中間連結財務諸表の作成に

あたっては、同日現在の中

間財務諸表を使用し、中間

連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連

結上必要な調整を行ってお

ります。

同左 連結子会社である阿爾賽

(蘇州)無機材料有限公司の

決算日は12月31日でありま

す。 

連結財務諸表の作成にあた

っては、同日現在の財務諸

表を使用し、連結決算日と

の間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調

整を行っております。

４ 会計処理基準に関

する事項

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

……中間期末日の

市場価格等に

基づく時価法

（評価差額は

全部純資産直

入法により処

理し、売却原

価は移動平均

法 に よ り 算

定）

時価のあるもの

同左

時価のあるもの

……期末日の市場

価格等に基づ

く時価法（評

価差額は全部

純資産直入法

に よ り 処 理

し、売却原価

は移動平均法

により算定）

時価のないもの

……移動平均法に

よる原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

② デリバティブ

時価法

②  ───── ②  ─────

③ たな卸資産

商 品

……先入先出法に

よる原価法

③ たな卸資産

商 品

……同左

③ たな卸資産

商 品

……同左

製 品

……先入先出法に

よる原価法

製 品

……同左

製 品

……同左



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

原材料

……先入先出法に

よる原価法

原材料

……同左

原材料

……同左

仕掛品

……先入先出法に

よる原価法

  （ただし、個

別受注品は個

別法による原

価法）

仕掛品

……同左

仕掛品

……同左

貯蔵品

…… 終仕入原価

法

貯蔵品

……同左

貯蔵品

……同左

 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

① 有形固定資産

当社は定率法によ

り、在外連結子会社

は定額法によってお

ります。

ただし、平成10年４

月１日以降に取得し

た建物（附属設備を

除く）については定

額法によっておりま

す。

なお、主な耐用年数

は以下のとおりであ

ります。

建物及び構築物

６～47年

その他 ２～６年

(工具器具及び備品)
 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

① 有形固定資産

当社は定率法によ

り、在外連結子会社

は定額法によってお

ります。

ただし、平成10年４

月１日以降に取得し

た建物（附属設備を

除く）については定

額法によっておりま

す。

なお、主な耐用年数

は以下のとおりであ

ります。

建物及び構築物

６～47年

その他 ２～６年

(工具器具及び備品)

  （会計方針の変更）

当社は、法人税法の

改正に伴い、当中間

連結会計期間より、

平成19年４月１日以

降に取得した有形固

定資産について、改

正後の法人税法に基

づく減価償却の方法

に変更しておりま

す。

この変更による、営

業利益、経常利益及

び税金等調整前中間

純利益に与える影響

額は、軽微でありま

す。

 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

① 有形固定資産

当社は定率法によ

り、在外連結子会社

は定額法によってお

ります。

ただし、平成10年４

月１日以降に取得し

た建物（附属設備を

除く）については定

額法によっておりま

す。

なお、主な耐用年数

は以下のとおりであ

ります。

建物及び構築物

６～47年

その他 ２～６年

(工具器具及び備品)



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

② 無形固定資産

ソフトウェア（自社

利用分）

……社内における

利用可能期間

に基づく定額

法

② 無形固定資産

同左

② 無形固定資産

同左

その他

……定額法

(3) 重要な外貨建の資産及

び負債の本邦通貨への

換算基準

外貨建金銭債権債務

は、中間決算日の直物

為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損

益として処理しており

ます。

(3) 重要な外貨建の資産及

び負債の本邦通貨への

換算基準

同左

(3) 重要な外貨建の資産及

び負債の本邦通貨への

換算基準

外貨建金銭債権債務

は、決算日の直物為替

相場により円貨に換算

し、換算差額は損益と

して処理しておりま

す。

(4) 重要な引当金の計上基

準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる

損失に備えるため、

一般債権については

貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定

の債権については個

別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込

額を計上しておりま

す。

(4) 重要な引当金の計上基

準

① 貸倒引当金

同左

(4) 重要な引当金の計上基

準

① 貸倒引当金

同左

② 賞与引当金

従業員に対して支給

する賞与の支出に充

てるため、将来の支

給見込額のうち当中

間連結会計期間の負

担分を計上しており

ます。

② 賞与引当金

同左

② 賞与引当金

従業員に対して支給

する賞与の支出に充

てるため、将来の支

給見込額のうち当連

結会計年度の負担分

を計上しておりま

す。



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

③ 役員賞与引当金

役員に対して支給す

る賞与の支出に充て

るため、当連結会計

年度における支給見

込額に基づき、当中

間連結会計期間の負

担分を計上しており

ます。

(会計方針の変更)

当中間連結会計期間

より、「役員賞与に

関する会計基準」

（企業会計基準委員

会 平成17年11月29

日 企業会計基準第

４号）を適用してお

ります。

これにより営業利

益、経常利益及び税

金等調整前中間純利

益はそれぞれ15,000

千円減少しておりま

す。

なお、セグメント情

報に与える影響は、

当該箇所に記載して

おります。

③  ───── ③役員賞与引当金

役員に対して支給す

る賞与の支出に充て

るため、当連結会計

年度における支給見

込額に基づき、当連

結会計年度の負担分

を計上しておりま

す。

(会計方針の変更)

当連結会計年度よ

り、「役員賞与に関

する会計基準」（企

業会計基準委員会

平成17年11月29日

企業会計基準第４

号）を適用しており

ます。

これにより営業利

益、経常利益及び税

金等調整前当期純利

益はそれぞれ30,000

千円減少しておりま

す。

なお、セグメント情

報に与える影響は、

当該箇所に記載して

おります。



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

④ 退職給付引当金

従業員の退職給付に

備えるため、当連結

会計年度末における

退職給付債務及び年

金資産の見込額に基

づき、当中間連結会

計期間末において発

生していると認めら

れる額を計上してお

ります。

④ 退職給付引当金

同左

④ 退職給付引当金

従業員の退職給付に

備えるため、当連結

会計年度末における

退職給付債務及び年

金資産の見込額に基

づき、当連結会計年

度末において発生し

ていると認められる

額を計上しておりま

す。

過去勤務債務は、そ

の発生時の従業員の

平均残存勤務期間以

内の一定の年数（３

年）による定額法に

より按分した額を発

生連結会計年度から

費用処理しておりま

す。

過去勤務債務は、そ

の発生時の従業員の

平均残存勤務期間以

内の一定の年数（３

年）による定額法に

より按分した額を発

生連結会計年度から

費用処理しておりま

す。

数理計算上の差異

は、各連結会計年度

の発生時における従

業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年

数(５年)による定額

法により按分した額

を、それぞれ発生の

翌連結会計年度から

費用処理しておりま

す。

数理計算上の差異

は、各連結会計年度

の発生時における従

業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年

数(５年)による定額

法により按分した額

を、それぞれ発生の

翌連結会計年度から

費用処理しておりま

す。



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

⑤ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金に

備えるため、内規に

基づく当中間連結会

計期間末要支給額を

計上しております。

⑤ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金に

備えるため、内規に

基づく当中間連結会

計期間末要支給額を

計上しておりました

が、平成19年６月25

日開催の定時株主総

会終結の時をもって

役員退職慰労金制度

を廃止いたしまし

た。これに伴い、こ

れまでの在任期間中

の職務執行の対価部

分相当を支給すべき

退職慰労金の額とし

て打切り支給するこ

とが同株主総会にお

いて承認可決されま

した。

これにより当中間連

結会計期間におい

て、当社の役員退職

慰労引当金を全額取

崩し、打切り支給額

の未払分について

は、固定負債の「長

期未払金」に含めて

表示しております。

⑤ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金に

備えるため、内規に

基づく当連結会計年

度末要支給額を計上

しております。

(5) 重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が

借主に移転すると認め

られるもの以外のファ

イナンス・リース取引

については、通常の賃

貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっ

ております。

(5) 重要なリース取引の処

理方法

同左

(5) 重要なリース取引の処

理方法

同左



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(6) 重要なヘッジ会計の方

法

① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によ

っております。ただ

し、金利スワップに

ついて特例処理の要

件を満たしている場

合は特例処理を採用

しております。

(6) ───── (6) 重要なヘッジ会計の方

法

① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によ

っております。ただ

し、金利スワップに

ついて特例処理の要

件を満たしている場

合は特例処理を採用

しております。

② ヘッジ手段とヘッジ

対象
(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

金利スワップ 借入金の 
支払利息

② ヘッジ手段とヘッジ

対象
(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

金利スワップ 借入金の 
支払利息

③ ヘッジ方針

当社の資金管理規定

に基づき、為替変動

リスクをヘッジして

おります。

③ ヘッジ方針

当社の資金管理規定

に基づき、為替変動

リスクをヘッジして

おります。

④ ヘッジの有効性評価

の方法

ヘッジ対象の相場変

動とヘッジ手段の相

場変動とを比較し、

両者の変動額等を基

礎にして評価してお

ります。

ただし、特例処理に

よっている金利スワ

ップについては、有

効性の評価を省略し

ております。

④ ヘッジの有効性評価

の方法

ヘッジ対象の相場変

動とヘッジ手段の相

場変動とを比較し、

両者の変動額等を基

礎にして評価してお

ります。

ただし、特例処理に

よっている金利スワ

ップについては、有

効性の評価を省略し

ております。

(7) その他中間連結財務諸

表作成のための基本と

なる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によってお

ります。

なお、仮払消費税等

及び仮受消費税等は

相殺のうえ、流動負

債の「その他」に含

めて表示しておりま

す。

(7) その他中間連結財務諸

表作成のための基本と

なる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によってお

ります。

なお、仮払消費税等

及び仮受消費税等は

相殺のうえ、流動資

産の「その他」に含

めて表示しておりま

す。

(7) その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によってお

ります。

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

（連結キャッシ

ュ・フ ロ ー 計 算

書）における資金

の範囲

中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金(現

金及び現金同等物)は手許

現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短

期投資からなっておりま

す。

同左 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及

び現金同等物)は手許現

金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期

投資からなっております。



会計処理の変更 

  

 
  

  

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当中間連結会計期間より「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。 

従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は4,686,789千円でありま

す。

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当連結会計年度より「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は4,745,760千円でありま

す。

なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部に

ついては、中間連結財務諸表規則の

改正に伴い、改正後の中間連結財務

諸表規則により作成しております。

なお、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部について

は、連結財務諸表規則の改正に伴

い、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額      1,104,793千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額      1,158,704千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額      1,123,004千円

※２ 担保に供されている資産及び

これに対応する債務

(1) 担保に供されている資産

土地 1,332,137千円

建物及び構築物 362,092

計 1,694,230

※２ 担保に供されている資産及び

これに対応する債務

(1) 担保に供されている資産

土地 1,332,137千円

建物及び構築物 355,650

計 1,687,788

※２ 担保に供されている資産及び

これに対応する債務

(1) 担保に供されている資産

土地 1,332,137千円

建物及び構築物 347,900

計 1,680,038

 

(2) 上記に対応する債務

長期借入金 42,553千円

短期借入金 24,000

長期借入金には、一年以内返

済予定額42,553千円を含む。

 

(2) 上記に対応する債務

短期借入金 34,000千円
 

(2) 上記に対応する債務

短期借入金 29,000千円

※３ 中間連結会計期間末日満期手

形

中間連結会計期間末日満期手形

の会計処理は、手形交換日をもっ

て決済処理をしております。な

お、当中間連結会計期間末は金融

機関の休日であったため、次の中

間連結会計期間末日満期手形が中

間連結会計期末残高に含まれてお

ります。

受取手形 8,944千円

※３    ――――― ※３    ―――――



(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。

給与手当 145,806千円

賞与引当金繰入額 48,862

役員賞与引当金 
繰入額

15,000

役員退職慰労 
引当金繰入額

6,278

減価償却費 6,605

研究開発費 45,250

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。

給与手当 145,807千円

役員報酬 62,391

賞与引当金繰入額 32,625

役員退職慰労  

引当金繰入額
2,170

減価償却費 6,538

研究開発費 8,610

のれん償却費 52,988

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。

給与手当 334,057千円

役員報酬 101,100

賞与引当金繰入額 40,392

役員賞与引当金 

繰入額
30,000

役員退職慰労
引当金繰入額

12,848

減価償却費 14,284

研究開発費 72,688

 

※２ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。

その他
125千円

(機械装置及び運搬具)

その他
503

(工具器具及び備品)

合計 628

※２    ―――――

 

※２ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。

その他
125千円

(機械装置及び運搬具)

その他
1,953

(工具器具及び備品)

合計 2,078

※３    ――――― 

 

※３ 固定資産売却益の内訳は次の

とおりであります。

その他
10千円

(機械装置及び運搬具)

合計 10

 

※３ 固定資産売却益の内訳は次の

とおりであります。

その他
17千円

(機械装置及び運搬具)

その他
65

(工具器具及び備品)

合計 82



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 
  

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

 
  

  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
  

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 5,225,000 ― ― 5,225,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 304,376 48,500 ― 352,876

取締役会決議に基づく取得による増加 48,500株

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月27日 
定時株主総会

普通株式 73,809 15 平成18年３月31日 平成18年６月28日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成18年11月14日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 48,721 10 平成18年９月30日 平成18年12月８日

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 5,225,000 ― ― 5,225,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 352,876 ─ ─ 352,876

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月25日 
定時株主総会

普通株式 73,081 15 平成19年３月31日 平成19年６月26日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年11月14日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 48,721 10 平成19年９月30日 平成19年12月７日



次へ 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 
  

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

  

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 5,225,000 ― ― 5,225,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 304,376 48,500 ― 352,876

取締役会決議に基づく取得による増加 48,500株

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月27日  
定時株主総会

普通株式 73,809 15 平成18年３月31日 平成18年６月28日

平成18年11月14日  
取締役会

普通株式 48,721 10 平成18年９月30日 平成18年12月８日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月25日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 73,081 15 平成19年３月31日 平成19年６月26日

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係

現金及び預金勘定 1,575,615千円

預入期間が３か月 
を超える定期預金

△277,374千円

現金及び 
現金同等物

1,298,240千円

 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係

現金及び預金勘定 1,048,397千円

預入期間が３か月
を超える定期預金

─千円

現金及び 
現金同等物

1,048,397千円

 

※ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

 

現金及び預金勘定 1,755,077千円

預入期間が３か月 
を超える定期預金

─千円

現金及び
現金同等物

1,755,077千円



次へ 

(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

(単位：千円)

取得価額 
相当額

減価償却 
累計額 
相当額

中間期末
残高 
相当額

その他 
(機械装置 
及び運搬具)

382,406 238,776 143,629

その他 
(工具器具 
及び備品)

138,055 58,418 79,636

合計 520,461 297,195 223,265

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

(単位：千円)

取得価額
相当額

減価償却
累計額 
相当額

中間期末
残高 

相当額

その他 
(機械装置 
及び運搬具)

358,777 275,954 82,822

その他 
(工具器具 
及び備品)

146,565 86,545 60,019

合計 505,342 362,500 142,842

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額

(単位：千円)

取得価額 
相当額

減価償却 
累計額 
相当額

期末残高
相当額

その他
(機械装置 
及び運搬具)

385,426 274,604 110,822

その他
(工具器具 
及び備品)

138,055 69,148 68,906

合計 523,481 343,753 179,728

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年以内 86,240千円

１年超 143,197

合計 229,438

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年以内 66,268千円

１年超 80,977

合計 147,245

 ② 未経過リース料期末残高相当

額

１年以内 76,170千円

１年超 108,992

合計 185,162

 ③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 51,220千円

減価償却費相当額 47,839

支払利息相当額 3,060

 ③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 41,602千円

減価償却費相当額 39,147

支払利息相当額 1,664

 ③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 100,816千円

減価償却費相当額 94,307

支払利息相当額 5,544

 ④ 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法

   減価償却費相当額の算定方法

――リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする

定額法によっておりま

す。

 ④ 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法

   減価償却費相当額の算定方法

同左

 ④ 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法

   減価償却費相当額の算定方法

同左

   利息相当額の算定方法

――リース料総額とリース物

件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし、各

期への配分方法について

は利息法によっておりま

す。

   利息相当額の算定方法

同左

   利息相当額の算定方法

同左



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

区分
中間連結貸借対照表

計上額(千円)
時価(千円) 差額(千円)

(1) 満期保有目的の債券 ― ― ―

計 ― ― ―

区分 取得原価(千円)
中間連結貸借対照表

計上額(千円)
差額(千円)

(2) その他有価証券

① 株式 19,429 39,908 20,478

② その他 54,791 67,845 13,053

計 74,221 107,753 33,532

区分 中間連結貸借対照表計上額(千円)

(1) 満期保有目的の債券 ―

計 ―

(2) その他有価証券

① 非上場株式 9,750

計 9,750



当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

区分
中間連結貸借対照表

計上額(千円)
時価(千円) 差額(千円)

(1) 満期保有目的の債券 ― ― ―

計 ― ― ―

区分 取得原価(千円)
中間連結貸借対照表

計上額(千円)
差額(千円)

(2) その他有価証券

① 株式 19,429 23,562 4,132

② その他 74,663 87,554 12,890

計 94,093 111,116 17,022

区分 中間連結貸借対照表計上額(千円)

(1) 満期保有目的の債券 ―

計 ―

(2) その他有価証券

① 非上場株式 0

計 0



前へ 

前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 

  

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

ヘッジ会計を適用しているため記載を省略しております。 
  

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 
  

前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

ヘッジ会計を適用しているため記載を省略しております。 

  

(ストック・オプション等関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

該当事項は、ありません。 
  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

該当事項は、ありません。 
  

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項は、ありません。 

区分
連結貸借対照表
計上額(千円)

時価(千円) 差額(千円)

(1) 満期保有目的の債券 ― ― ―

計 ― ― ―

区分 取得原価(千円)
連結貸借対照表
計上額(千円)

差額(千円)

(2) その他有価証券

① 株式 19,429 32,621 13,191

② その他 74,791 90,664 15,872

計 94,221 123,285 29,063

区分 連結貸借対照表計上額(千円)

(1) 満期保有目的の債券 ―

計 ―

(2) その他有価証券

① 非上場株式 9,750

計 9,750



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分をベースに製品の種類、販売市場の類似性等に基づき区分して

おります。 

２ 各事業区分の主な製品及び事業内容 

(1) ディスク事業……オーディオ・ビデオ等のＡＶ機器やコンピュータ周辺機器等の規準及び調整用テストテ

ープ、テストディスクの開発・製造・販売、ＣＤ・ＤＶＤのＯＥＭ製造・販売、ＤＶＤ

ベリフィケーションラボラトリの認証テスト及び各種ディスクの特性テスト受託等 

(2) その他事業………光メディア用計測器の開発・製造・販売及び電子部品用副資材の開発・製造・販売 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(267,111千円)の主なものは、親会社の管

理部門にかかる費用であります。 

４ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４(4)③に記載のとおり、当中間連結会計期間よ

り「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号）を適用

しております。 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全社」の営業費用は

15,000千円増加し、営業利益が同額減少しております。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分をベースに製品の種類、販売市場の類似性等に基づき区分して

おります。 

２ 各事業区分の主な製品及び事業内容 

(1) ディスク事業……オーディオ・ビデオ等のＡＶ機器やコンピュータ周辺機器等の規準及び調整用テストテ

ープ、テストディスクの開発・製造・販売、ＣＤ・ＤＶＤのＯＥＭ製造・販売、ＤＶＤ

ベリフィケーションラボラトリの認証テスト及び各種ディスクの特性テスト受託等 

(2) その他事業………光メディア用計測器の開発・製造・販売及び電子部品用副資材の開発・製造・販売 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(257,005千円)の主なものは、親会社の管

理部門にかかる費用であります。 

  

ディスク事業 

（千円）

その他事業 

(千円）

計 

（千円）

消去又は全社 

(千円）

連結 

（千円）

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 2,089,857 3,550 2,093,407 ― 2,093,407

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,089,857 3,550 2,093,407 ― 2,093,407

営業費用 1,566,795 62,462 1,629,257 267,111 1,896,368

営業利益又は 
営業損失（△）

523,062 △58,912 464,150 △267,111 197,038

ディスク事業 

（千円）

その他事業 

(千円）

計 

（千円）

消去又は全社 

(千円）

連結 

（千円）

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 1,772,356 56,475 1,828,832 ─ 1,828,832

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 1,772,356 56,475 1,828,832 ─ 1,828,832

営業費用 1,242,092 93,716 1,335,808 257,005 1,592,813

営業利益又は 
営業損失（△）

530,263 △37,240 493,023 △257,005 236,018



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分をベースに製品の種類、販売市場の類似性等に基づき区分して

おります。 

２ 各事業区分の主な製品及び事業内容 

(1) ディスク事業……オーディオ・ビデオ等のＡＶ機器やコンピュータ周辺機器等の規準及び調整用テストテ

ープ、テストディスクの開発・製造・販売、ＣＤ・ＤＶＤのＯＥＭ製造・販売、ＤＶＤ

ベリフィケーションラボラトリの認証テスト及び各種ディスクの特性テスト受託等 

(2) その他事業………光メディア用計測器の開発・製造・販売及び電子部品用副資材の開発・製造・販売 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(547,231千円)の主なものは、親会社の管

理部門にかかる費用であります。 

４ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４(4)③に記載のとおり、当連結会計年度より

「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号）を適用し

ております。 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全社」の営業費用は30,000

千円増加し、営業利益が同額減少しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

東アジア…………中国 

３ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４(4)③に記載のとおり、当中間連結会計期間よ

り「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号）を適用

しております。 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は15,000千円増

加し、営業利益が同額減少しております。 

  

ディスク事業 

（千円）

その他事業 

(千円）

計 

（千円）

消去又は全社 

(千円）

連結 

（千円）

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 3,913,018 19,420 3,932,438 ─ 3,932,438

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 3,913,018 19,420 3,932,438 ─ 3,932,438

営業費用 2,878,725 127,009 3,005,735 547,231 3,552,966

営業利益又は 
営業損失（△）

1,034,292 △107,589 926,703 △547,231 379,472

日本 

（千円）

東アジア 

(千円）

計 

（千円）

消去又は全社 

(千円）

連結 

（千円）

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 2,093,407 ― 2,093,407 ― 2,093,407

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,093,407 ― 2,093,407 ― 2,093,407

営業費用 1,868,989 27,378 1,896,368 ― 1,896,368

営業利益又は 
営業損失（△）

224,417 △27,378 197,038 ― 197,038



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

東アジア…………中国 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

東アジア…………中国 

３ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４(4)③に記載のとおり、当連結会計年度より「役員

賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号）を適用しており

ます。 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は30,000千円増加し、営

業利益が同額減少しております。 

  

日本 

（千円）

東アジア 

(千円）

計 

（千円）

消去又は全社 

(千円）

連結 

（千円）

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 1,772,536 56,295 1,828,832 ─ 1,828,832

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 1,772,536 56,295 1,828,832 ─ 1,828,832

営業費用 1,526,889 65,924 1,592,813 ─ 1,592,813

営業利益又は 
営業損失（△）

245,646 △9,628 236,018 ─ 236,018

日本 

（千円）

東アジア 

(千円）

計 

（千円）

消去又は全社 

(千円）

連結 

（千円）

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 3,917,068 15,370 3,932,438 ― 3,932,438

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,917,068 15,370 3,932,438 ― 3,932,438

営業費用 3,487,774 65,191 3,552,966 ― 3,552,966

営業利益又は 
営業損失（△）

429,293 △49,821 379,472 ― 379,472



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 東アジア…………香港、韓国、台湾 

(2) 東南アジア………シンガポール、フィリピン 

(3) その他の地域……米国等 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

４ 従来、「その他の地域」に含めて表示しておりました、「東南アジア」の売上高が連結売上高の10％を超え

たため、当中間連結会計期間より区分して記載しております。なお、前連結会計年度における「東南アジ

ア」に対する売上高は273,674千円であります。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 東アジア…………香港、韓国、台湾、中国 

(2) 東南アジア………シンガポール、フィリピン 

(3) その他の地域……米国等 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 東アジア…………香港、韓国、台湾、中国 

(2) 東南アジア………シンガポール、フィリピン 

(3) その他の地域……米国等 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

４ 従来、「その他の地域」に含めて表示しておりました、「東南アジア」の売上高が連結売上高の10％を超え

たため、当連結会計年度より区分して記載しております。なお、前連結会計年度における「東南アジア」に

対する売上高は273,674千円であります。 

  

東アジア 東南アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 304,758 251,355 16,187 572,302

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 2,093,407

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

14.5 12.0 0.8 27.3

東アジア 東南アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 436,182 156,145 12,882 605,211

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ ─ 1,828,832

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

23.9 8.5 0.7 33.1

東アジア 東南アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 617,832 398,146 30,954 1,046,933

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ ─ 3,932,438

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

15.7 10.1 0.8 26.6



(企業結合等関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

（パーチェス法適用） 

１．相手企業の名称及び取得した事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、企業結合の法的

形式 

(1) 相手企業の名称及び取得した事業の内容 

ティアック株式会社  テストメディア事業 

(2) 企業結合を行った理由 

当社は、テストメディア事業を基幹事業として企業活動を行っておりますが、同事業を取り

巻く情報家電市場の環境が厳しい状況となる中、ティアック株式会社の同事業を譲受けること

により、営業力・技術力の強化、生産効率の向上等、事業基盤の強化が見込めると判断いたし

ました。 

(3) 企業結合日 

平成19年４月30日 

(4) 企業結合の法的形式 

事業の一部譲受け 

２．中間連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績期間 

平成19年４月30日から平成19年９月30日まで 

３．取得した事業の取得原価及びその内訳 

取得原価 ８億円 

その内訳 事業譲渡の対価 ８億円 

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

(1) 発生したのれんの金額 

741,859千円 

(2) 発生原因 

譲受けたテストメディア事業により期待される将来の収益力及び当社テストメディア事業の

基盤強化のためのプレミアムにより発生したものであります。 

(3) 償却方法及び償却期間 

７年間の均等償却 

５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその内訳 

 
  

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

（資産の額）

 流動資産 59,063千円

 資産合計 59,063

（負債の額）

 流動負債 923千円

 負債合計 923



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

  

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
  

３ １株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
  

  

  

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 961円96銭 １株当たり純資産額 996円57銭 １株当たり純資産額 974円06銭

１株当たり中間純利益 24円25銭 １株当たり中間純利益 36円07銭 １株当たり当期純利益 43円78銭

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間連結貸借対照表の純資
産の部の合計額(千円)

4,686,789 4,855,412 4,745,760

純資産の部の合計額から 
控除する金額(千円)

― ─ ─

普通株式に係る中間期末 
（期末）の純資産額(千円)

4,686,789 4,855,412 4,745,760

１株当たり純資産額の算定
に用いられた中間期末（期
末）の普通株式の数(株)

4,872,124 4,872,124 4,872,124

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間連結損益計算書上の中
間（当期）純利益(千円)

118,974 175,758 214,069

普通株主に帰属しない金額
(千円)

― ─ ─

普通株式に係る中間(当期)
純利益(千円)

118,974 175,758 214,069

普通株式の期中平均株式数
(株)

4,906,633 4,872,124 4,889,426



(重要な後発事象) 
  

 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

――――― ―――――

 

（重要な事業の譲受け）

当社は、平成19年4月2日の臨時取

締役会において、ティアック株式会

社（本社：東京都武蔵野市、代表取

締役社長：英 裕治）の保有するテス

トメディア事業を当社が譲受けるこ

とを決議し、同日付で事業譲渡契約

を締結いたしました。

 (1) 事業譲受けの目的

当社は、テストメディア事

業を基幹事業として企業活動

を行っておりますが、同事業

を取り巻く情報家電市場の環

境が厳しい状況となる中、テ

ィアック株式会社の同事業を

譲受けることにより、営業

力・技術力の強化、生産効率

の向上等、事業基盤の強化が

見込めると判断いたしまし

た。

 (2) 譲受ける相手会社の名称

    ティアック株式会社

 (3) 譲受ける事業の内容

    テストメディア事業

 (4) 譲受け価格及び決済方法

譲受け価格：８億円

決済方法 ：事業譲受け 

完了日に現金で

決済

 (5) 発生したのれんの金額及び発

生原因

①のれんの金額 741,859千円

②発生原因

譲受けたテストメディア事業

により期待される将来の収益

力及び当社テストメディア事

業の基盤強化のためのプレミ

アムにより発生したものであ

ります。

 (6) 譲受ける資産・負債の額

（資産の額）

 流動資産 59,063千円

 資産合計 59,063

（負債の額）

流動負債 923千円

負債合計 923

 (7) 譲受けの時期

    平成19年4月30日



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日現在)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日現在)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日現在)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,483,626 998,666 1,701,557

 ２ 受取手形 ※３ 103,996 92,922 93,503

 ３ 売掛金 749,555 725,425 664,043

 ４ たな卸資産 445,822 352,109 369,333

 ５ その他 119,800 127,214 79,604

   貸倒引当金 △1,000 △1,000 △1,000

   流動資産合計 2,901,801 50.8 2,295,337 39.9 2,907,042 51.2

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※1.2

  (1) 建物 350,210 345,362 336,873

  (2) 土地 1,332,137 1,332,137 1,332,137

  (3) その他 128,703 102,298 114,713

   有形固定資産合計 1,811,051 1,779,799 1,783,725

 ２ 無形固定資産

  (1) のれん ― 688,871 ─

  (2) その他 72,869 56,503 64,746

   無形固定資産合計 72,869 745,375 64,746

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 117,504 111,116 133,036

  (2) 繰延税金資産 247,927 233,251 247,468

  (3) その他 642,379 672,412 625,076

   貸倒引当金 △80,996 △80,706 △80,876

   投資その他の資産 
   合計

926,815 936,074 924,704

   固定資産合計 2,810,736 49.2 3,461,249 60.1 2,773,176 48.8

   資産合計 5,712,538 100.0 5,756,587 100.0 5,680,219 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日現在)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日現在)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日現在)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 102,613 86,277 125,611

 ２ 短期借入金 ※２ 29,000 40,000 29,000

 ３ 一年内返済予定 
   長期借入金

※２ 52,553 ─ ─

 ４ 未払法人税等 148,815 133,144 93,930

 ５ 賞与引当金 117,243 92,856 100,283

 ６ 役員賞与引当金 15,000 ─ 30,000

 ７ その他 137,683 114,404 124,171

   流動負債合計 602,909 10.6 466,681 8.1 502,997 8.9

Ⅱ 固定負債

 １ 退職給付引当金 246,006 247,455 242,449

 ２ 役員退職慰労 
   引当金

150,924 ─ 157,494

 ３ 長期未払金 ― 159,664 ─

   固定負債合計 396,930 6.9 407,119 7.1 399,943 7.0

   負債合計 999,839 17.5 873,801 15.2 902,941 15.9



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日現在)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日現在)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日現在)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 918,200 16.1 918,200 15.9 918,200 16.2

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 871,580 871,580 871,580

   資本剰余金合計 871,580 15.2 871,580 15.1 871,580 15.3

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 50,898 50,898 50,898

  (2) その他利益剰余金

    特別償却準備金 3,176 1,216 1,216

    別途積立金 1,567,000 1,617,000 1,567,000

    繰越利益剰余金 1,601,267 1,733,106 1,670,457

   利益剰余金合計 3,222,342 56.4 3,402,221 59.1 3,289,572 57.9

 ４ 自己株式 △319,311 △5.6 △319,311 △5.5 △319,311 △5.6

   株主資本合計 4,692,810 82.1 4,872,689 84.6 4,760,040 83.8

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 

   評価差額金
19,887 10,096 17,237

   評価・換算差額等 

   合計
19,887 0.4 10,096 0.2 17,237 0.3

   純資産合計 4,712,698 82.5 4,882,785 84.8 4,777,278 84.1

   負債純資産合計 5,712,538 100.0 5,756,587 100.0 5,680,219 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 2,093,407 100.0 1,772,536 100.0 3,917,068 100.0

Ⅱ 売上原価 1,378,153 65.8 1,073,646 60.6 2,561,464 65.4

   売上総利益 715,254 34.2 698,889 39.4 1,355,603 34.6

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費

490,836 23.5 453,243 25.5 926,310 23.6

   営業利益 224,417 10.7 245,646 13.9 429,293 11.0

Ⅳ 営業外収益 ※１ 45,249 2.2 71,934 4.0 52,622 1.3

Ⅴ 営業外費用 ※２ 4,552 0.2 3,484 0.2 5,453 0.1

   経常利益 265,114 12.7 314,096 17.7 476,461 12.2

Ⅵ 特別利益 ※３ 120 0.0 3,430 0.2 322 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４ 2,827 0.2 ─ ─ 4,256 0.1

   税引前中間(当期) 
   純利益

262,407 12.5 317,527 17.9 472,528 12.1

   法人税、住民税 
   及び事業税

144,000 128,000 206,000

   法人税等調整額 △27,883 116,116 5.5 3,796 131,796 7.4 4,286 210,286 5.4

   中間(当期)純利益 146,290 7.0 185,731 10.5 262,241 6.7



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

  

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

資本 
剰余金 
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金 
合計特別償却

準備金
別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高 
(千円)

918,200 871,580 871,580 50,898 5,136 1,517,000 1,606,826 3,179,861 △277,167 4,692,473

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △73,809 △73,809 △73,809

 役員賞与の支給 △30,000 △30,000 △30,000

 中間純利益 146,290 146,290 146,290

 特別償却準備金の取崩 △1,960 1,960 ― ―

 別途積立金の積立 50,000 △50,000 ― ―

 自己株式の取得 △42,144 △42,144

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の 
 変動額（純額）

中間会計期間中の変動額 
合計(千円)

― ― ― ― △1,960 50,000 △5,558 42,481 △42,144 337

平成18年９月30日残高 
(千円)

918,200 871,580 871,580 50,898 3,176 1,567,000 1,601,267 3,222,342 △319,311 4,692,810

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成18年３月31日残高 
(千円)

24,749 24,749 4,717,223

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △73,809

 役員賞与の支給 △30,000

 中間純利益 146,290

 特別償却準備金の取崩 ―

 別途積立金の積立 ―

 自己株式の取得 △42,144

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の 
 変動額(純額)

△4,861 △4,861 △4,861

中間会計期間中の変動額 
合計(千円)

△4,861 △4,861 △4,524

平成18年９月30日残高 
(千円)

19,887 19,887 4,712,698



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

資本 
剰余金 
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金 
合計特別償却

準備金
別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日残高 
(千円)

918,200 871,580 871,580 50,898 1,216 1,567,000 1,670,457 3,289,572 △319,311 4,760,040

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △73,081 △73,081 △73,081

 中間純利益 185,731 185,731 185,731

 別途積立金の積立 50,000 △50,000 ─ ─

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の 
 変動額（純額）

中間会計期間中の変動額 
合計(千円)

─ ─ ─ ─ ─ 50,000 62,649 112,649 ─ 112,649

平成19年９月30日残高 
(千円)

918,200 871,580 871,580 50,898 1,216 1,617,000 1,733,106 3,402,221 △319,311 4,872,689

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成19年３月31日残高 
(千円)

17,237 17,237 4,777,278

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △73,081

 中間純利益 185,731

 別途積立金の積立 ─

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の 
 変動額(純額)

△7,141 △7,141 △7,141

中間会計期間中の変動額 
合計(千円)

△7,141 △7,141 105,507

平成19年９月30日残高 
(千円)

10,096 10,096 4,882,785



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

資本 
剰余金 
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金 
合計

特別償却

準備金
別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高 
(千円)

918,200 871,580 871,580 50,898 5,136 1,517,000 1,606,826 3,179,861 △277,167 4,692,473

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △122,530 △122,530 △122,530

 役員賞与の支給 △30,000 △30,000 △30,000

 当期純利益 262,241 262,241 262,241

 特別償却準備金の取崩 
 （前期分）

△1,960 1,960 ― ―

 特別償却準備金の取崩  
 （当期分）

△1,960 1,960 ― ―

 別途積立金の積立 50,000 △50,000 ― ―

 自己株式の取得 △42,144 △42,144

 株主資本以外の項目の  
 事業年度中の変動額 
 （純額）

事業年度中の変動額 
合計(千円)

― ― ― ― △3,920 50,000 63,631 109,710 △42,144 67,566

平成19年３月31日残高 
(千円)

918,200 871,580 871,580 50,898 1,216 1,567,000 1,670,457 3,289,572 △319,311 4,760,040

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成18年３月31日残高  
(千円)

24,749 24,749 4,717,223

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △122,530

 役員賞与の支給 △30,000

 当期純利益 262,241

 特別償却準備金の取崩 
 （前期分）

―

 特別償却準備金の取崩  
 （当期分）

―

 別途積立金の積立 ―

 自己株式の取得 △42,144

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額 
 (純額)

△7,511 △7,511 △7,511

事業年度中の変動額 
合計(千円)

△7,511 △7,511 60,055

平成19年３月31日残高 
(千円)

17,237 17,237 4,777,278



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

(1) 有価証券 

  その他有価証券

(1) 有価証券 

  その他有価証券

(1) 有価証券 

  その他有価証券

 時価のあるもの

……中間決算末日の

市場価格等に基

づく時価法(評

価差額は全部純

資産直入法によ

り処理し、売却

原価は移動平均

法により算定)

 時価のあるもの

同左

   時価のあるもの

……期末日の市場価

格等に基づく時

価法(評価差額

は全部純資産直

入法により処理

し、売却原価は

移動平均法によ

り算定)

   時価のないもの

……移動平均法によ

る原価法

   時価のないもの

同左

   時価のないもの

同左

(2) デリバティブ 

  時価法

(2)  ───── (2)  ─────

(3) たな卸資産

  商品

……先入先出法による

原価法

(3) たな卸資産

同左

(3) たな卸資産

同左

  製品

……先入先出法による

原価法

  原材料

……先入先出法による

原価法

  仕掛品

……先入先出法による

原価法

(ただし、個別受注品

は個別法による原価

法)

  貯蔵品

…… 終仕入原価法



  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

２ 固定資産の減価償

却の方法

 

(1) 有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建

物(附属設備を除く)に

ついては定額法

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。

建物 ６～47年

工具器具及び備品

２～６年
 

(1) 有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建

物(附属設備を除く)に

ついては定額法

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。

建物 ６～47年

工具器具及び備品

２～６年

（会計方針の変更）

当社は、法人税法の改

正に伴い、当中間会計

期間より、平成19年４

月１日以降に取得した

有形固定資産につい

て、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方

法に変更しておりま

す。

この変更による、営業

利益、経常利益及び税

引前中間純利益に与え

る影響額は、軽微であ

ります。

 

(1) 有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建

物(附属設備を除く)に

ついては定額法

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。

建物 ６～47年

工具器具及び備品

２～６年

(2) 無形固定資産

ソフトウェア（自社利

用分）

……社内における利用

可能期間(５年)に

基づく定額法

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

その他

……定額法

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般

債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能

性を勘案し、回収不能

見込額を計上しており

ます。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てる

ため、将来の支給見込

額のうち当中間会計期

間の負担分を計上して

おります。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てる

ため、将来の支給見込

額のうち当期の負担分

を計上しております。



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(3) 役員賞与引当金

役員に対して支給する

賞与の支出に充てるた

め、当事業年度におけ

る支給見込額に基づ

き、当中間会計期間の

負担分を計上しており

ます。

(会計方針の変更)

当中間会計期間より、

「役員賞与に関する会

計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年11

月29日 企業会計基準

第４号）を適用してお

ります。 

これにより営業利益、

経常利益及び税引前中

間純利益はそれぞれ

15,000千円減少してお

ります。

(3)  ───── (3) 役員賞与引当金

役員に対して支給する

賞与の支出に充てるた

め、当事業年度におけ

る支給見込額に基づ

き、当事業年度の負担

分を計上しておりま

す。

(会計方針の変更)

当事業年度より、「役

員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準委

員会 平成17年11月29

日 企業会計基準第４

号）を適用しておりま

す。 

これにより営業利益、

経常利益及び税引前当

期純利益はそれぞれ

30,000千円減少してお

ります。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務及び年金資産の見込

額に基づき、当中間会

計期間末において発生

していると認められる

額を計上しておりま

す。

過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一

定の年数（３年）によ

る定額法により按分し

た額を発生事業年度か

ら費用処理しておりま

す。

数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時に

おける従業員の平均残

存勤務期間以内の一定

の年数(５年)による定

額法により按分した額

を、それぞれ発生の翌

事業年度から費用処理

しております。

(4) 退職給付引当金

同左

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務及び年金資産の見込

額に基づき、当期にお

いて発生していると認

められる額を計上して

おります。

過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一

定の年数（３年）によ

る定額法により按分し

た額を発生事業年度か

ら費用処理しておりま

す。

数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時に

おける従業員の平均残

存勤務期間以内の一定

の年数(５年)による定

額法により按分した額

を、それぞれ発生の翌

事業年度から費用処理

しております。



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金に備

えるため、内規に基づ

く中間期末要支給額を

計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金に備

えるため、内規に基づ

く当中間会計期間末要

支給額を計上しており

ましたが、平成19年６

月25日開催の定時株主

総会終結の時をもって

役員退職慰労金制度を

廃止いたしました。こ

れに伴い、これまでの

在任期間中の職務執行

の対価部分相当を支給

すべき退職慰労金の額

として打切り支給する

ことが同株主総会にお

いて承認可決されまし

た。

これにより当中間会計

期間において、当社の

役員退職慰労引当金を

全額取崩し、打切り支

給額の未払分について

は、固定負債の「長期

未払金」に含めて表示

しております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金に備

えるため、内規に基づ

く期末要支給額を計上

しております。

４ 外貨建の資産及び
負債の本邦通貨へ
の換算基準

外貨建金銭債権債務は、中
間決算日の直物為替相場に
より円貨に換算し、換算差
額は損益として処理してお
ります。

同左 外貨建金銭債権債務は、期
末日の直物為替相場により
円貨に換算し、換算差額は
損益として処理しておりま
す。

５ リース取引の処理
方法

リース物件の所有権が借主
に移転すると認められるも
の以外のファイナンス・リ
ース取引については、通常
の賃貸借取引に係る方法に
準じた会計処理によってお
ります。

同左 同左

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっ
ております。ただし、
金利スワップについて
特例処理の要件を満た
している場合は特例処
理を採用しておりま
す。

───── (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっ
ております。ただし、
金利スワップについて
特例処理の要件を満た
している場合は特例処
理を採用しておりま
す。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対
象

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

金利スワップ 借入金の支払

利息

(2) ヘッジ手段とヘッジ対
象

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

金利スワップ 借入金の支払

利息



  

 
  

  

(会計処理の変更) 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(3) ヘッジ方針
当社の資金管理規程に
基づき、金利変動リス
クをヘッジしておりま
す。

(3) ヘッジ方針
当社の資金管理規程に
基づき、金利変動リス
クをヘッジしておりま
す。

(4) ヘッジの有効性評価の
方法
ヘッジ対象の相場変動
とヘッジ手段の相場変
動とを比較し、両者の
変動額等を基礎にして
評価しております。
ただし、特例処理によ
っている金利スワップ
については、有効性の
評価を省略しておりま
す。

(4) ヘッジの有効性評価の
方法
ヘッジ対象の相場変動
とヘッジ手段の相場変
動とを比較し、両者の
変動額等を基礎にして
評価しております。
ただし、特例処理によ
っている金利スワップ
については、有効性の
評価を省略しておりま
す。

７ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式によっており

ます。

なお、仮払消費税等及

び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債の

「その他」に含めて表

示しております。

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式によっており

ます。

なお、仮払消費税等及

び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動資産の

「その他」に含めて表

示しております。

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式によっており

ます。

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当中間会計期間より「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は4,712,698千円でありま

す。 

なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当事業年度より「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号）

を適用しております。 

従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は4,777,278千円でありま

す。 

なお、当事業年度における貸借対照

表の純資産の部については、財務諸

表等規則の改正に伴い、改正後の財

務諸表等規則により作成しておりま

す。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 
  

 
  

(中間損益計算書関係) 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日現在)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日現在)

前事業年度末 
(平成19年３月31日現在)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

1,104,178千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

1,147,610千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

1,117,382千円

※２ 担保資産

  (1) 担保に供している資産

土地 1,332,137千円

建物 350,210千円

その他 11,882千円

計 1,694,230千円

※２ 担保資産

  (1) 担保に供している資産

土地 1,332,137千円

建物 345,362千円

その他 10,287千円

計 1,687,788千円

※２ 担保資産

  (1) 担保に供している資産

土地 1,332,137千円

建物 336,873千円

その他 11,027千円

計 1,680,038千円

 

  (2) 上記に対応する債務

長期借入金 42,553千円

(１年内返済予定額を含む)

短期借入金 24,000千円

計 66,553千円

 

  (2) 上記に対応する債務

短期借入金 34,000千円
 

  (2) 上記に対応する債務

短期借入金 29,000千円

※３ 中間期末日満期手形

中間期末日満期手形の会計処理

は、手形交換日をもって決済処理

をしております。なお、当中間会

計期間末は金融機関の休日であっ

たため、次の中間期末日満期手形

が中間期末残高に含まれておりま

す。

受取手形 8,944千円

※３    ───── ※３    ─────

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 431千円

受取配当金 2,668千円

作業屑等 
売却収入

2,192千円

匿名組合 
投資利益

32,910千円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 867千円

受取配当金 2,818千円

作業屑等
売却収入

3,055千円

保険解約等
収入

63,244千円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 1,505千円

受取配当金 4,626千円

作業屑等
売却収入

4,319千円

匿名組合
投資利益

32,910千円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 1,509千円

自己株式取得
付随費用

3,043千円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 856千円

為替差損 2,627千円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 2,410千円

自己株式取得
付随費用

3,043千円

 

※３ 特別利益の主要項目

貸倒引当金
戻入益

120千円

※３ 特別利益の主要項目

貸倒引当金
戻入益

170千円

投資有価証券
売却益

3,250千円
 

※３ 特別利益の主要項目

貸倒引当金
戻入益

240千円

※４ 特別損失の主要項目

固定資産 
除却損

628千円

早期退職金 2,198千円

※４    ───── ※４ 特別損失の主要項目

固定資産
除却損

2,057千円

早期退職金 2,198千円

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 38,470千円

無形固定資産 8,843千円

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 30,873千円

無形固定資産 63,131千円

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 78,501千円

無形固定資産 18,945千円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 
  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

 
  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 
  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 304,376 48,500 ― 352,876

取締役会決議に基づく取得による増加 48,500株

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 352,876 ─ ─ 352,876

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 304,376 48,500 ― 352,876

取締役会決議に基づく取得による増加 48,500株



次へ 

(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

(単位：千円)

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

(単位：千円)

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額

(単位：千円)

取得価額 
相当額

減価償却
累計額 
相当額

中間期末
残高 

相当額

機械及び 
装置

376,662 235,302 141,359

車両運搬具 5,744 3,474 2,269

工具器具 
及び備品

138,055 58,418 79,636

合計 520,461 297,195 223,265

取得価額
相当額

減価償却
累計額 
相当額

中間期末
残高 

相当額

機械及び 
装置

352,662 273,956 78,705

車両運搬具 6,115 1,997 4,117

工具器具 
及び備品

146,565 86,545 60,019

合計 505,342 362,500 142,842

取得価額 
相当額

減価償却
累計額 
相当額

期末残高
相当額

機械及び
装置

376,662 270,568 106,093

車両運搬具 8,764 4,035 4,728

工具器具
及び備品

138,055 69,148 68,906

合計 523,481 343,753 179,728

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 86,240千円

１年超 143,197千円

合計 229,438千円

１年以内 66,268千円

１年超 80,977千円

合計 147,245千円

１年以内 76,170千円

１年超 108,992千円

合計 185,162千円

 ③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

 ③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 51,220千円

減価償却費 
相当額

47,839千円

支払利息 
相当額

3,060千円

支払リース料 41,602千円

減価償却費
相当額

39,147千円

支払利息
相当額

1,664千円

支払リース料 100,816千円

減価償却費
相当額

94,307千円

支払利息
相当額

5,544千円

 ④ 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法

   減価償却費相当額の算定方法

――リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする

定額法によっておりま

す。

 ④ 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法

   減価償却費相当額の算定方法

同左

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

  減価償却費相当額の算定方法

同左

   利息相当額の算定方法

――リース料総額とリース物

件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし、各

期への配分方法について

は利息法によっておりま

す。

   利息相当額の算定方法

同左

  利息相当額の算定方法

同左



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成18年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

※当中間連結会計期間に係る「有価証券関係」（子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものを

除く）については、中間連結財務諸表における注記事項として記載しております。 

  

当中間会計期間末(平成19年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

※当中間連結会計期間に係る「有価証券関係」（子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものを

除く）については、中間連結財務諸表における注記事項として記載しております。 

  

前事業年度末(平成19年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

※当連結会計年度に係る「有価証券関係」（子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものを除

く）については、連結財務諸表における注記事項として記載しております。 

  

  

(企業結合等関係) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１ 連結財務諸表等 (1)中間連結財務諸表 注記事項（企業結合等関係）に記載のとおりでありま

す。 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

  



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

  

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
  

３ １株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 967円28銭 １株当たり純資産額 1,002円19銭 １株当たり純資産額 980円53銭

１株当たり中間純利益 29円81銭 １株当たり中間純利益 38円12銭 １株当たり当期純利益 53円63銭

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間貸借対照表の純資産の部の合計額 
(千円)

4,712,698 4,882,785 4,777,278

純資産の部の合計額から控除する金額 
(千円)

― ─ ─

普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額 
(千円)

4,712,698 4,882,785 4,777,278

１株当たり純資産の額の算定に用いられた
中間期末(期末)の普通株式の数(株)

4,872,124 4,872,124 4,872,124

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

損益計算書上の中間(当期)純利益(千円) 146,290 185,731 262,241

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ─ ─

普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) 146,290 185,731 262,241

普通株式の期中平均株式数(株) 4,906,633 4,872,124 4,889,426



(重要な後発事象) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

――――― ―――――

 

（重要な事業の譲受け）

当社は、平成19年4月2日の臨時取

締役会において、ティアック株式会

社（本社：東京都武蔵野市、代表取

締役社長：英 裕治）の保有するテス

トメディア事業を当社が譲受けるこ

とを決議し、同日付で事業譲渡契約

を締結いたしました。

 (1) 事業譲受けの目的

当社は、テストメディア事

業を基幹事業として企業活動

を行っておりますが、同事業

を取り巻く情報家電市場の環

境が厳しい状況となる中、テ

ィアック株式会社の同事業を

譲受けることにより、営業

力・技術力の強化、生産効率

の向上等、事業基盤の強化が

見込めると判断いたしまし

た。

 (2) 譲受ける相手会社の名称

    ティアック株式会社

 (3) 譲受ける事業の内容

    テストメディア事業

 (4) 譲受け価格及び決済方法

譲受け価格：８億円

決済方法 ：事業譲受け 

完了日に現金で

決済

 (5) 発生したのれんの金額及び発

生原因

①のれんの金額 741,859千円

②発生原因

譲受けたテストメディア事業

により期待される将来の収益

力及び当社テストメディア事

業の基盤強化のためのプレミ

アムにより発生したものであ

ります。

 (6) 譲受ける資産・負債の額

（資産の額）

 流動資産 59,063千円

 資産合計 59,063

（負債の額）

流動負債 923千円

負債合計 923

 (7) 譲受けの時期

    平成19年4月30日



(2) 【その他】 

第28期(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)中間配当については、平成19年11月14日開催

の取締役会において、平成19年９月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主

に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。 

 
  

① 中間配当の総額 48,721千円

② １株当たり中間配当金 10円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成19年12月７日



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

  

(1)
有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第27期)

自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日

平成19年６月26日 
関東財務局長に提出。

(2)
有価証券報告書の 
訂正報告書

事業年度  
(第27期)

自 平成18年４月１日  
至 平成19年３月31日

平成19年９月20日  
関東財務局長に提出。



該当事項はありません。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成18年12月19日

株式会社アルメディオ 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社アルメディオの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計

期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対

照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書につい

て中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社アルメディオ及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキ

ャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載されているとおり、会社は、当中間連結会計

期間より役員賞与に関する会計基準を適用している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上 

あずさ監査法人

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  神  谷  英  一  ㊞

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  伊  藤    晶   ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成19年12月19日

株式会社アルメディオ 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社アルメディオの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中

間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間

連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計

算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社アルメディオ及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績及びキ

ャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上 

 
  

あずさ監査法人

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  神  谷  英  一  ㊞

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  伊  藤    晶   ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成18年12月19日

株式会社アルメディオ 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社アルメディオの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第27期事業年度の中間会計期

間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間

損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社アルメディオの平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。 

  

追記情報 

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項に記載されているとおり、会社は、当中間会計期間より役員賞

与に関する会計基準を適用している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上 

 
  

あずさ監査法人

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  神  谷  英  一  ㊞

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  伊  藤    晶   ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成19年12月19日

株式会社アルメディオ 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社アルメディオの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第28期事業年度の

中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対

照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社アルメディオの平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上 

 
  

あずさ監査法人

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  神  谷  英  一  ㊞

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  伊  藤    晶   ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。
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